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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒータを有する所定の加熱炉内にろう材が配置されたタービン翼の母材を配置した状態
で前記ヒータを作動させて第１温度で加熱し、前記ろう材を溶融させて前記母材に接合す
るろう付け処理を行うことと、
　前記ろう付け処理の後、前記ヒータを停止させることで炉内温度を低下させて前記母材
を冷却する徐冷を行うことと、
　前記徐冷の後、前記母材を前記第１温度よりも低い第２温度で加熱して前記母材の溶体
化処理を行うことと
　を含み、
　前記母材のうち前記タービン翼のコンタクト面に相当する部分に前記母材よりも耐摩耗
性の高い金属材料を用いて第１コートを形成することと、
　前記母材よりも耐酸化性の高い金属材料を用いて前記母材の表面に第２コートを形成す
ることと、をさらに含み、
　前記ろう付け処理は、前記第１コート又は前記第２コートを形成した後に行う
　タービン翼の製造方法。
【請求項２】
　前記徐冷によって前記炉内温度が所定温度に到達した後、前記加熱炉内に冷却用の気体
を供給することで前記母材を冷却する急冷を行うことをさらに含み、
　前記溶体化処理は、前記急冷の後に行う請求項１に記載のタービン翼の製造方法。



(2) JP 6746458 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

【請求項３】
　ヒータを有する所定の加熱炉内にろう材が配置されたタービン翼の母材を配置した状態
で前記ヒータを作動させて第１温度で加熱し、前記ろう材を溶融させて前記母材に接合す
るろう付け処理を行うことと、
　前記ろう付け処理の後、前記ヒータを停止させることで炉内温度を低下させて前記母材
を冷却する徐冷を行うことと、
　前記徐冷の後、前記母材を前記第１温度よりも低い第２温度で加熱して前記母材の溶体
化処理を行うことと
　を含み、
　前記母材のうち前記タービン翼のコンタクト面に相当する部分に前記母材よりも耐摩耗
性の高い金属材料を用いて第１コートを形成することと、
　前記母材よりも耐酸化性の高い金属材料を用いて前記母材の表面に第２コートを形成す
ることと、
　前記徐冷によって前記炉内温度が所定温度に到達した後、前記加熱炉内に冷却用の気体
を供給することで前記母材を冷却する急冷を行うことと、をさらに含み、
　前記第１コート及び前記第２コートの形成は、前記ろう付け処理と、前記徐冷と、前記
急冷とを行った後に行い、
　前記溶体化処理は、前記第１コート及び前記第２コートを形成した後に行う
　タービン翼の製造方法。
【請求項４】
　前記母材の表面に、前記第２コートとしてアンダーコートを形成することと、
　前記アンダーコートを形成した後、前記アンダーコートの表面にトップコートを形成す
ることと、をさらに含み、
　前記トップコートの形成は、前記ろう付け処理及び前記溶体化処理を行った後に行う請
求項１又は請求項３に記載のタービン翼の製造方法。
【請求項５】
　前記アンダーコートの形成は、前記ろう付け処理及び前記溶体化処理を行った後に行う
請求項４に記載のタービン翼の製造方法。
【請求項６】
　前記溶体化処理の後、前記母材を加熱して時効処理を行うことをさらに含み、
　前記トップコートの形成は、前記時効処理の後に行う請求項５に記載のタービン翼の製
造方法。
【請求項７】
　前記徐冷によって前記炉内温度が前記第２温度よりも低い第３温度に到達した後、前記
ヒータを作動させて前記炉内温度を前記第２温度まで上昇させる調整処理を行うことをさ
らに含む請求項１に記載のタービン翼の製造方法。
【請求項８】
　前記徐冷は、３℃／ｍｉｎ以上、２０℃／ｍｉｎ以下の温度低下速度で前記母材の温度
を低下させることを含む請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のタービン翼の製造
方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タービン翼の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービンは、圧縮機と燃焼器とタービンとを有している。圧縮機は、空気を取り込
んで圧縮し、高温高圧の圧縮空気とする。燃焼器は、この圧縮空気に対して燃料を供給し
て燃焼させる。タービンは、車室内に複数の静翼及び動翼が交互に配置されている。ター
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ビンは、圧縮空気の燃焼により発生した高温高圧の燃焼ガスによって動翼が回転する。こ
の回転により、熱エネルギーが回転エネルギーに変換される。
【０００３】
　静翼や動翼といったタービン翼は、高温下に曝されるため、耐熱性の高い金属材料を用
いて形成される。タービン翼を製造する場合、例えば特許文献１に記載のように、鋳造や
鍛造等によって母材を形成した後、母材に対して所定の加熱処理を行う（例えば、特許文
献１参照）。また、母材にろう付け処理を行う場合、つまり、母材にろう材を配置して加
熱することでろう材を溶融させて接合する処理を行う場合には、ろう付け処理の後、母材
を冷却し、その後母材に対して所定の加熱処理を行う（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３４８５３号公報
【特許文献２】特開２００２－１０３０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２に記載の製造方法では、ろう付け処理の後は、母材に対して冷却用の気体を
供給することにより、所定の冷却温度まで急激に低下させている（急冷）。しかしながら
、この急冷によるろう材の急激な凝固収縮によってろう付け部にボイド等が生じる場合が
ある。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、ろう付け部分の品質向上を図ることが可
能なタービン翼の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るタービン翼の製造方法は、ヒータを有する所定の加熱炉内にろう材が配置
されたタービン翼の母材を配置した状態で前記ヒータを作動させて第１温度で加熱し、前
記ろう材を溶融させて前記母材に接合するろう付け処理を行うことと、前記ろう付け処理
の後、前記ヒータを停止させることで炉内温度を低下させて前記母材を冷却する徐冷を行
うことと、前記徐冷の後、前記母材を前記第１温度よりも低い第２温度で加熱して前記母
材の溶体化処理を行うこととを含む。
【０００８】
　本発明によれば、ろう付け処理を行った後、徐冷によって母材を冷却するため、ろう付
け部分にボイド等が生じることを抑制できる。これにより、ろう付け部分の品質向上を図
ることができる。また、徐冷によって母材を冷却することにより、析出するγ´相を十分
に成長させることができ、かつγ´相が成長し過ぎることを抑制できる。これにより、母
材の強度及び延性の低下を抑制できる。
【０００９】
　また、前記母材のうち前記タービン翼のコンタクト面に相当する部分に前記母材よりも
耐摩耗性の高い金属材料を用いて第１コートを形成することと、前記母材よりも耐酸化性
の高い金属材料を用いて前記母材の表面に第２コートを形成することと、をさらに含み、
前記ろう付け処理は、前記第１コート又は前記第２コートを形成した後に行ってもよい。
【００１０】
　本発明によれば、ろう付け処理及び溶体化処理が、第１コート及び第２コートを構成す
る原子を拡散させることで密着性を向上させる拡散処理を兼ねた処理として行うことがで
きる。これにより、加熱処理の効率化を図ることができる。
【００１１】
　また、前記徐冷によって前記炉内温度が所定温度に到達した後、前記加熱炉内に冷却用
の気体を供給することで前記母材を冷却する急冷を行うことをさらに含み、前記溶体化処
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理は、前記急冷の後に行ってもよい。
【００１２】
　本発明によれば、徐冷によってボイド等の発生が抑制された状態で急冷を行うため、ろ
う付け部分の品質を維持しつつ、冷却時間の短縮化を図ることができる。
【００１３】
　また、前記母材のうち前記タービン翼のコンタクト面に相当する部分に前記母材よりも
耐摩耗性の高い金属材料を用いて第１コートを形成することと、前記母材よりも耐酸化性
の高い金属材料を用いて前記母材の表面に第２コートを形成することと、前記徐冷によっ
て前記炉内温度が所定温度に到達した後、前記加熱炉内に冷却用の気体を供給することで
前記母材を冷却する急冷を行うことと、をさらに含み、前記第１コート及び前記第２コー
トの形成は、前記ろう付け処理と、前記徐冷と、前記急冷とを行った後に行い、前記溶体
化処理は、前記第１コート及び前記第２コートを形成した後に行ってもよい。
【００１４】
　本発明によれば、ろう付け処理を行った後、徐冷によって母材を冷却してから溶体化処
理を行うため、ろう付け部分にボイド等が生じることを抑制できる。これにより、ろう付
け部分の品質向上を図ることができる。また、徐冷の後、所定温度に到達した後、急冷で
冷却することにより、冷却処理が短時間で行われることになる。
【００１５】
　また、前記母材の表面に、前記第２コートとしてアンダーコートを形成することと、前
記アンダーコートを形成した後、前記アンダーコートの表面にトップコートを形成するこ
とと、をさらに含み、前記トップコートの形成は、前記ろう付け処理及び前記溶体化処理
を行った後に行ってもよい。
【００１６】
　本発明によれば、アンダーコートを形成した後、ろう付け処理及び溶体化処理がトップ
コートの形成前に行うため、加熱処理を短時間で効率的に行うことができると共に、トッ
プコートの割れを抑制できる。
【００１７】
　また、前記アンダーコートの形成は、前記ろう付け処理及び前記溶体化処理を行った後
に行ってもよい。
【００１８】
　本発明によれば、ろう付け処理及び溶体化処理を行った後にアンダーコートを形成し、
その後、トップコートを形成することになる。このように、アンダーコートを形成してか
らトップコートを形成するまでに、熱処理等の他のプロセスを行わないため、アンダーコ
ートの表面に異物等が付着することを抑制できる。異物等が表面に付着するとアンダーコ
ートのアンカー効果が低下する。これに対して、本変形例では、異物等の付着を抑制する
ことでアンカー効果の低下を抑制できる。これにより、アンダーコートとトップコートの
密着性が低下するのを防止できる。
【００１９】
　また、前記溶体化処理の後、前記母材を加熱して時効処理を行うことをさらに含み、前
記トップコートの形成は、前記時効処理の後に行ってもよい。
【００２０】
　本発明によれば、トップコートを形成する場合において、トップコートに斑点やクラッ
ク等が形成されることを抑制しつつ、ろう付け部分の品質向上を図ることが可能となる。
【００２１】
　また、前記徐冷によって前記炉内温度が前記第２温度よりも低い第３温度に到達した後
、前記ヒータを作動させて前記炉内温度を前記第２温度まで上昇させる調整処理を行うこ
とをさらに含んでもよい。
【００２２】
　本発明によれば、第１温度から第２温度を経て第３温度に変化する連続した加熱処理を
効率的に行うことができる。
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【００２３】
　また、前記溶体化処理の後、前記母材を加熱して時効処理を行うことと、前記時効処理
の後、前記第２コートの表面にトップコートを形成することと、をさらに含んでもよい。
【００２４】
　本発明によれば、トップコートを形成する場合において、トップコートに斑点やクラッ
ク等が形成されることを抑制しつつ、ろう付け部分の品質向上を図ることが可能となる。
【００２５】
　また、前記徐冷は、３℃／ｍｉｎ以上、２０℃／ｍｉｎ以下の温度低下速度で前記母材
の温度を低下させることを含んでもよい。
【００２６】
　本発明によれば、徐冷において、３℃／ｍｉｎ以上の温度低下速度で母材の温度を低下
させるため、母材の強度の低下を抑制しつつ、処理時間の長時間化を抑制することができ
る。また、２０℃／ｍｉｎ以下の温度低加速度で母材の温度を低下させるため、ろう付け
部分の品質低下を抑制しつつ、母材の延性の低下を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、ろう付け部分の品質向上を図ることが可能なタービン翼の製造方法を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、第１実施形態に係るタービン翼の製造方法の一例を示すフローチャート
である。
【図２】図２は、ろう付け処理及び溶体化処理を連続して行う場合の加熱温度の時間変化
の一例を示すグラフである。
【図３】図３は、第２実施形態に係るタービン翼の製造方法の一例を示すフローチャート
である。
【図４】図４は、ろう付け処理における加熱温度の時間変化の一例を示すグラフである。
【図５】図５は、変形例に係るタービン翼の製造方法の一例を示すフローチャートである
。
【図６】図６は、変形例に係るタービン翼の製造方法の一例を示すフローチャートである
。
【図７】図７は、比較例１に係るタービン翼の母材についてγ´相の析出状態を示す顕微
鏡写真である。
【図８】図８は、比較例２に係るタービン翼の母材についてγ´相の析出状態を示す顕微
鏡写真である。
【図９】図９は、実施例に係るタービン翼の母材についてγ´相の析出状態を示す顕微鏡
写真である。
【図１０】図１０は、比較例２に係るタービン翼の母材のろう付け部分及びその近傍を示
す顕微鏡写真である。
【図１１】図１１は、比較例２に係るタービン翼の母材のろう付け部分を拡大して示す顕
微鏡写真である。
【図１２】図１２は、実施例に係るタービン翼の母材のろう付け部分及びその近傍を示す
顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明に係るタービン翼の製造方法の実施形態を図面に基づいて説明する。なお
、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における
構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれ
る。
【００３０】
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　＜第１実施形態＞　
　図１は、第１実施形態に係るタービン翼の製造方法の一例を示すフローチャートである
。図１に示すように、第１実施形態に係るタービン翼の製造方法は、例えばガスタービン
の静翼や動翼といったタービン翼の母材を形成する工程（ステップＳ１０）と、母材に対
して熱間静水圧処理を行う工程（ステップＳ２０）と、母材の表面に耐摩耗コート（第１
コート）を形成する工程（ステップＳ３０）と、母材及び耐摩耗コートの表面に耐酸化コ
ート（第２コート）を形成する工程（ステップＳ４０）と、母材にろう付け処理及び溶体
化処理を行う工程（ステップＳ５０）と、母材に時効処理を行う工程（ステップＳ６０）
とを含む。
【００３１】
　ステップＳ１０では、静翼や動翼等のタービン翼を構成する母材が形成される。このよ
うなタービン翼の一例として、例えばシュラウド付き動翼等が挙げられる。シュラウド付
き動翼は、所定方向、例えばタービンのロータの回転方向に複数並んで配置されており、
コンタクト面を有している。
【００３２】
　タービン翼は、ガスタービンにおいて高温下に曝される。このため、タービン翼を構成
する母材は、耐熱性に優れた合金、例えばＮｉ基合金等の材料を用いて形成される。Ｎｉ
基合金としては、例えばＣｒ：１２．０％以上１４．３％以下、Ｃｏ：８．５％以上１１
．０％以下、Ｍｏ：１．０％以上３．５％以下、Ｗ：３．５％以上６．２％以下、Ｔａ：
３．０％以上５．５％以下、Ａｌ：３．５％以上４．５％以下、Ｔｉ：２．０％以上３．
２％以下、Ｃ：０．０４％以上０．１２％以下、Ｂ：０．００５％以上０．０５％以下、
を含有し、残部がＮｉおよび不可避不純物からなる組成のＮｉ基合金等が挙げられる。ま
た、上記組成のＮｉ基合金に、Ｚｒ：０．００１ｐｐｍ以上５ｐｐｍ以下を含有してもよ
い。また、上記組成のＮｉ基合金に、Ｍｇおよび／またはＣａ：１ｐｐｍ以上１００ｐｐ
ｍ以下を含有してもよく、さらにＰｔ：０．０２％以上０．５％以下、Ｒｈ：０．０２％
以上０．５％以下、Ｒｅ：０．０２％以上０．５％以下のうちの１種または２種以上を含
有してもよく、これら双方を含有してもよい。
【００３３】
　母材は、上記材料を用いて鋳造や鍛造などによって形成される。鋳造によって母材を形
成する場合、例えば普通鋳造材（Conventional Casting：ＣＣ）、一方向凝固材（Direct
ional Solidification：ＤＳ）、単結晶材（Single Crystal：ＳＣ）等の母材を形成する
ことができる。以下、母材として普通鋳造材が用いられる場合を例に挙げて説明するが、
これに限定するものではなく、母材が一方向凝固材又は単結晶材であってもよい。
【００３４】
　ステップＳ２０における熱間静水圧処理（Hot Isostatic Pressing：ＨＩＰ）は、母材
をアルゴンガスの雰囲気中に配置した状態で、例えば１１８０℃以上１２２０℃以下の温
度で加熱する。これにより、母材の全表面に対して等しく圧力が加えられた状態で加熱さ
れる。熱間静水圧処理が完了した後、加熱を停止する（徐冷）ことにより母材の温度を低
下させる。なお、ステップＳ２０の後に、後述する溶体化処理と同様の処理を行ってもよ
い。
【００３５】
　ステップＳ３０では、母材のうち、動翼のコンタクト面に相当する部分に耐摩耗コート
（第１コート）を形成する。耐摩耗コートとしては、例えばトリバロイ（登録商標）８０
０等のコバルト基耐磨耗材を用いることができる。ステップＳ３０では、例えば大気圧プ
ラズマ溶射、高速フレーム溶射、減圧プラズマ溶射、雰囲気プラズマ溶射等の手法により
、母材のうちコンタクト面に相当する部分に上記材料の層を形成することができる。
【００３６】
　ステップＳ４０では、母材の表面に耐酸化コート（第２コート）を形成する。耐酸化コ
ートの材料としては、例えば母材よりも耐酸化性の高いＭＣｒＡｌＹ等の合金材料を用い
ることができる。ステップＳ４０では、例えば母材の表面を加熱した後、上記合金材料等
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を母材の表面に溶射することで耐酸化コートを形成する。
【００３７】
　ステップＳ５０では、母材にろう付け処理を行い、徐冷した後に溶体化処理を行う。ろ
う付け処理は、母材にろう材を配置した状態で加熱することにより、ろう材を母材に溶融
させて接合する処理である。ろう材としては、例えばアムドライ（登録商標）ＤＦ－６Ａ
等の材料が用いられる。この場合、ろう材の液相線温度は、例えば１１５５℃程度である
。ろう付け処理に用いられるろう材の量については、実験等を行うことで予め調整してお
く。ろう付け処理では、ろう材を溶融させることが可能な第１温度（Ｔ１）、例えば１１
７５℃以上、１２１５℃以下の温度で加熱処理を行うことができる。
【００３８】
　溶体化処理は、母材を加熱することにより、母材において金属間化合物であるγ´相を
固溶及び成長させる処理である。溶体化処理では、例えばろう付け処理における加熱温度
よりも低い第２温度（Ｔ２）、例えば１１００℃以上、１１４０℃以下の温度で加熱処理
を行うことができる。
【００３９】
　図２は、ステップＳ５０の加熱処理における加熱温度の時間変化の一例を示すグラフで
ある。図２の横軸は時間を示し、縦軸は温度を示している。ステップＳ５０では、まず、
ろう付け処理を行う。ろう付け処理は、母材にろう材を配置した状態で所定の加熱炉に投
入し、加熱炉のヒータを作動させて加熱を開始する（時刻ｔ１）。加熱炉の炉内温度（加
熱温度）が上記の第１温度Ｔ１に到達した場合（時刻ｔ２）、炉内温度の上昇を停止し、
当該第１温度Ｔ１で所定時間、加熱処理を行う。これにより、ろう材が溶融して母材に接
合される。
【００４０】
　なお、母材を加熱炉に投入した後、炉内温度を所定の予熱温度にまで上昇させて、所定
時間、当該予熱温度での加熱処理（予熱処理）を行ってもよい。この場合の予熱温度は、
ろう材の液相線温度よりも低い温度に設定され、例えば１１００℃とすることができる。
予熱処理を行うことにより、母材及びろう材の温度が全体的に均一に上昇し、各部位にお
ける温度差が低減する。予熱処理を所定時間行った場合、予熱処理後に炉内温度を第１温
度Ｔ１まで上昇させてろう付け処理を行う。
【００４１】
　ろう付け処理が所定時間行われた後（時刻ｔ３）、例えばヒータを停止させることによ
り母材の温度を３℃／ｍｉｎ以上、２０℃／ｍｉｎ以下程度の温度低下速度で、溶体化処
理における第２温度Ｔ２よりも低い第３温度Ｔ３まで低下させる（徐冷）。なお、徐冷に
おいて、例えば加熱炉内に冷却用の気体を供給することで温度低下速度を調整してもよい
。第３温度Ｔ３としては、例えば９８０℃以上、１０２０℃以下の温度とすることができ
る。徐冷で冷却することにより、ろう付け部分にボイド等が生じることが抑制される。
【００４２】
　徐冷により炉内温度が第３温度Ｔ３に到達した後、炉内温度を上昇させる調整処理を行
う（時刻ｔ４）。調整処理は、ヒータを作動させることにより、炉内温度を第２温度Ｔ２
まで上昇させる。炉内温度が第２温度Ｔ２まで上昇した場合（時刻ｔ５）、炉内温度の上
昇を停止させ、加熱炉内を第２温度Ｔ２とした状態で溶体化処理を行う。溶体化処理が所
定時間行われた後、例えばヒータを停止させ、加熱炉内に冷却用の気体を供給する（時刻
ｔ６）。冷却用の気体を供給することにより、母材の温度を例えば３０℃／ｍｉｎ程度の
温度低下速度で所定の冷却温度まで急激に低下させる（急冷）。この急冷処理により、γ
´相の状態（粒径等）が保持される。炉内温度が所定の温度になった後（時刻ｔ７）、加
熱炉内から母材を取り出すことで、ステップＳ５０が終了する。
【００４３】
　なお、ステップＳ５０の加熱処理により、耐摩耗コート及び耐酸化コート母材の表面に
拡散され、母材の表面と各コートとの間の密着性が向上する。
【００４４】
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　ステップＳ６０における時効処理は、溶体化処理を行った母材を加熱することにより、
母材において、溶体化処理で成長したγ´相をさらに成長させると共に、当該溶体化処理
で生じたγ´相よりも小径のγ´相を析出させる。この小径のγ´相は、母材の強度を増
加させる。したがって、時効処理は、小径のγ´相を析出させ、母材の強度を高めること
により、最終的に母材の強度及び延性を調整する。時効処理では、例えば８３０℃以上、
８７０℃以下の温度とすることができる。時効処理を所定時間行った後、加熱炉のヒータ
を停止させ、加熱炉内に冷却用の気体を供給することにより母材の温度を例えば３０℃／
ｍｉｎ程度の温度低下速度で急激に低下させる（急冷）。
【００４５】
　以上のように、本実施形態に係るタービン翼の製造方法は、ろう付け処理を行った後、
徐冷によって母材を冷却してから溶体化処理を行うため、ろう付け部分にボイド等が生じ
ることを抑制できる。これにより、ろう付け部分の品質向上を図ることができる。また、
本実施形態に係るタービン翼の製造方法は、ろう付け処理及び溶体化処理を連続して行う
ため、加熱処理の時間短縮及び工程の簡素化を図ることができる。
【００４６】
　＜第２実施形態＞　
　図３は、第２実施形態に係るタービン翼の製造方法における拡散処理の一例を示すフロ
ーチャートである。第２実施形態に係るタービン翼の製造方法は、ろう付け処理の順序が
第１実施形態とは異なっている。
【００４７】
　図３に示すように、本実施形態に係るタービン翼の製造方法は、タービン翼の母材を形
成する工程（ステップＳ１１０）と、母材に対して熱間静水圧処理を行う工程（ステップ
Ｓ１２０）と、母材にろう付け処理を行う工程（ステップＳ１３０）と、母材の表面に耐
摩耗コート（第１コート）を形成する工程（ステップＳ１４０）と、母材及び耐摩耗コー
トの表面に耐酸化コート（第２コート）を形成する工程（ステップＳ１５０）と、母材に
溶体化処理を行う工程（ステップＳ１６０）と、母材に時効処理を行う工程（ステップＳ
１７０）とを含む。ステップＳ１１０及びステップＳ１２０は、第１実施形態におけるス
テップＳ１０及びステップＳ２０と同様であるため、説明を省略する。
【００４８】
　図４は、ステップＳ１３０の加熱処理における加熱温度の時間変化の一例を示すグラフ
である。図４の横軸は時間を示し、縦軸は温度を示している。ステップＳ１３０では、第
１実施形態におけるろう付け処理及び徐冷と同様の処理を行う（時刻ｔ１からｔ３）。徐
冷で冷却することにより、ろう付け部分にボイド等が生じることが抑制される。その後、
母材温度が例えば第３温度Ｔ３（例えば９８０℃以上、１０２０℃以下の温度）に到達し
た場合に、加熱炉内に冷却用の気体を供給することにより母材の温度を例えば３０℃／ｍ
ｉｎ程度の温度低下速度で急激に低下させる（急冷）。急冷で冷却することにより、冷却
処理が短時間で行われることになる。炉内温度が所定の温度になった後（時刻ｔ８）、加
熱炉内から母材を取り出すことで、ステップＳ１３０が終了する。
【００４９】
　その後、ステップＳ１４０及びステップＳ１５０は、第１実施形態におけるステップＳ
３０及びＳ４０と同様の処理を行う。
【００５０】
　ステップＳ１６０では、耐酸化コートを形成した後の母材を所定の加熱炉に投入し、第
１実施形態と同様に第２温度Ｔ２（例えば１１００℃以上、１１４０℃以下の温度）で溶
体化処理を行う。溶体化処理において母材が加熱されることにより、γ´相が固溶及び成
長する。また、耐摩耗コート及び耐酸化コートが母材の表面に拡散され、母材の表面と各
コートとの間の密着性が向上する。溶体化処理の後、加熱炉のヒータを停止させ、加熱炉
内に冷却用の気体を供給することにより母材の温度を例えば３０℃／ｍｉｎ程度の温度低
下速度で急激に低下させる（急冷）。
【００５１】
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　ステップＳ１７０は、第１実施形態におけるステップＳ６０と同様の処理を行う。
【００５２】
　以上のように、本実施形態に係るタービン翼の製造方法は、ろう付け処理を行った後、
徐冷によって母材を冷却してから溶体化処理を行うため、ろう付け部分にボイド等が生じ
ることを抑制できる。これにより、ろう付け部分の品質向上を図ることができる。また、
徐冷の後、所定温度（例えば、第３温度Ｔ３）に到達した後、急冷で冷却することにより
、冷却処理が短時間で行われることになる。
【００５３】
　本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲で適宜変更を加えることができる。例えば、上記実施形態では、トップコートが形
成されない場合を例に挙げて説明したが、これに限定するものではなく、トップコートを
形成する場合についても本発明の適用が可能である。
【００５４】
　図５は、変形例に係るタービン翼の製造方法の一例を示すフローチャートである。図５
に示すように、変形例に係るタービン翼の製造方法は、普通鋳造材を用いて母材を形成す
る工程（ステップＳ２１０）と、母材に対して熱間静水圧処理を行う工程（ステップＳ２
２０）と、母材の表面に耐摩耗コートを形成する工程（ステップＳ２３０）と、母材及び
耐摩耗コートの表面にアンダーコートを形成する工程（ステップＳ２４０）と、母材にろ
う付け処理及び溶体化処理を行う工程（ステップＳ２５０）と、母材に時効処理を行う工
程（ステップＳ２６０）と、母材にトップコートを形成する工程（ステップＳ２７０）と
を含んでいる。ステップＳ２１０からステップＳ２３０は、第１実施形態におけるステッ
プＳ１０及びステップＳ２０と同様であるため、説明を省略する。
【００５５】
　ステップＳ２４０では、母材の表面にアンダーコートを形成する。アンダーコートは、
タービン翼を高温から保護するための遮熱コーティング（Thermal Barrier Coating：Ｔ
ＢＣ）の一部である。アンダーコートは、母材の酸化を防止すると共にトップコートの密
着性を向上させる。アンダーコートの材料としては、例えば母材よりも耐酸化性の高いＭ
ＣｒＡｌＹ等の合金材料を用いることができる。ステップＳ２４０では、例えば母材の表
面を加熱した後、上記合金材料等を母材の表面に溶射することでアンダーコートを形成す
る。なお、母材の表面にアンダーコートを形成する前に、例えば母材の表面にアルミナ（
Ａｌ２Ｏ３）を吹き付けることにより、母材表面を粗面化させてもよい。これにより、ア
ンカー効果によって、母材とアンダーコートの密着性が向上する。なお、ブラスト処理の
後、母材の表面を洗浄するクリーニング処理を行ってもよい。
【００５６】
　その後、ステップＳ２５０及びステップＳ２６０は、第１実施形態におけるステップＳ
５０及びＳ６０と同様の処理を行う。ステップＳ２５０及びステップＳ２６０の加熱処理
を行うことにより、アンダーコートが粗面化された母材の表面に拡散され、母材の表面と
アンダーコートとの間の密着性が向上する。
【００５７】
　ステップＳ２７０では、アンダーコートの表面にトップコートを形成する。トップコー
トは、上記遮熱コーティングの一部であり、母材の表面を高温から保護する。トップコー
トの材料としては、セラミック等の熱伝導率の小さい材料が用いられる。セラミックとし
ては、例えばジルコニアを主成分とする材料等が用いられる。ステップＳ２７０では、例
えば上記材料をアンダーコートの表面に大気プラズマ溶射することにより形成される。
【００５８】
　上記タービン翼の製造方法は、母材にトップコートを形成する前にろう付け処理、溶体
化処理及び時効処理を行うため、トップコートに斑点やクラック等が生じることを抑制で
きる。これにより、遮熱コーティングに斑点やクラック等が生じることを抑制しつつ、ろ
う付け部分の品質向上を図ることが可能となる。
【００５９】
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　また、図５の例では、アンダーコートを形成した後にろう付け処理及び溶体化処理を行
う場合を例に挙げて説明したが、これに限定するものではない。図６は、変形例に係るタ
ービン翼の製造方法を示すフローチャートである。図６に示すように、変形例に係るター
ビン翼の製造方法は、ステップＳ２１０からステップＳ２３０については図５に示す例と
同様であるが、ステップＳ２３０の後にろう付け処理及び溶体化処理を行い（ステップＳ
２５０Ａ）、ろう付け処理及び溶体化処理の後にアンダーコートを形成する（ステップＳ
２４０Ａ）という点で、図５に示す例とは異なっている。アンダーコートを形成した後は
、熱処理を行うことなく、トップコートを形成する（ステップＳ２７０Ａ）。また、トッ
プコートを形成した後には、図５に示す例と同様、時効処理を行う（ステップＳ２６０Ａ
）。
【００６０】
　図６に示す例のように、アンダーコートを形成した後、トップコートを形成する前に、
熱処理等の他のプロセスを行わないようにすることで、アンダーコートの表面に異物等が
付着することを抑制できる。異物等が表面に付着するとアンダーコートのアンカー効果が
低下する。これに対して、本変形例では、異物等の付着を抑制することでアンカー効果の
低下を抑制できる。これにより、アンダーコートとトップコートの密着性が低下するのを
防止できる。
【実施例】
【００６１】
　次に、本発明の実施例を説明する。本実施例では、上記実施形態で説明した組成のＮｉ
基合金を用いてタービン翼の母材を複数鋳造した。複数の母材は、普通鋳造材（ＣＣ材）
として形成した。この複数の母材のうち、第１実施形態において図２に示す温度変化でろ
う付け処理及び溶体化処理を連続して行ったものを実施例とした。実施例は、第１温度Ｔ
１を１１９５℃とし、第２温度Ｔ２を１１２０℃とし、第３温度Ｔ３を１０００℃とした
。また、時効処理を８５０℃で行った。
【００６２】
　また、複数の母材のうち、熱間静水圧処理を行った後、ろう付け処理を行わずに溶体化
処理を行い、各コートを形成した後に、時効処理を行ったものを比較例１とした。比較例
では、溶体化処理をそれぞれ１１２０℃で行った。また、時効処理を８５０℃で行った。
溶体化処理、時効処理の後、それぞれ急冷にて冷却を行った。
【００６３】
　また、複数の母材のうち、熱間静水圧処理（及び溶体化処理）を行い、ろう付け処理を
行った後、溶体化処理及び時効処理を行ったものを比較例２とした。比較例２は、ろう付
け処理を１１９５℃で行い、溶体化処理を１１２０℃で行い、時効処理を８５０℃で行っ
た。また、ろう付け処理、溶体化処理及び時効処理の後、それぞれ急冷にて冷却を行った
。
【００６４】
　図７は、比較例１に係るタービン翼の母材についてγ´相の析出状態を示す顕微鏡写真
である。図８は、比較例２に係るタービン翼の母材についてγ´相の析出状態を示す顕微
鏡写真である。図９は、実施例に係るタービン翼の母材についてγ´相の析出状態を示す
顕微鏡写真である。
【００６５】
　図７に示すように、比較例１に係る母材においては、溶体化処理によって成長したγ´
相と、時効処理において析出した小径のγ´相とがバランスよく存在している。これに対
して、図８に示すように、比較例２に係る母材においては、比較例１に係る母材に比べて
、溶体化処理において成長したγ´相の径が小さく、母材の延性を十分に確保できない状
態となっている。なお、γ´相は、ろう付け処理の冷却時に析出及び成長する。しかしな
がら、比較例２ではろう付け処理の冷却が急冷であるため、γ´相が十分に成長せず、径
が小さくなっている。
【００６６】
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　一方、図９に示すように、実施例に係る母材においては、比較例１と同様に、溶体化処
理によって析出して成長したγ´相と、時効処理において析出した小径のγ´相とがバラ
ンスよく存在している。実施例１では、ろう付け処理の冷却が徐冷であり、比較例１にお
ける熱間静水圧処理後の冷却と同様である。したがって、γ´相は、比較例１と同様にバ
ランスよく存在することになる。
【００６７】
　したがって、本実施例によれば、ろう付け処理の後、徐冷によって母材を冷却すること
により、ろう付け部分の品質向上を図ることができることに加えて、ろう付け処理後の徐
冷によって析出し溶体化処理で成長したγ´相と、時効処理で析出した小径のγ´相とが
バランスよく含まれることになる。
【００６８】
　図１０は、比較例２に係るタービン翼の母材のろう付け部分及びその近傍を示す顕微鏡
写真である。図１１は、比較例２に係るタービン翼の母材のろう付け部分を拡大して示す
顕微鏡写真である。図１２は、実施例に係るタービン翼の母材のろう付け部分及びその近
傍を示す顕微鏡写真である。
【００６９】
　図１０及び図１１に示すように、比較例２に係るタービン翼の母材のろう付け部分は、
ボイドが多く形成されている。これに対して、図１２に示すように、実施例に係るタービ
ン翼の母材のろう付け部分にはボイドがほとんど見られない。このように、本実施例によ
れば、ろう付け部分の品質向上を図ることができる。
【符号の説明】
【００７０】
Ｔ１　第１温度
Ｔ２　第２温度
Ｔ３　第３温度
【図１】 【図２】
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